
平
成
29
年
度
山
都
町
奨
学
生
募
集

　

山
都
町
に
住
ん
で
い
る
方
の
子
ど
も
で
向

学
心
に
富
み
、
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
就
学

困
難
な
学
生
・
生
徒
に
対
し
、
奨
学
金
を
貸

与
し
ま
す
。

▼
貸
与
額

短
大
・
大
学
生
等 

月
額
２
５
，
０
０
０
円

高
校
生
等　
　
　

 

月
額
１
５
，
０
０
０
円

▼
提
出
書
類

▽
奨
学
生
申
請
書

▽
保
証
書

▽
在
学
証
明
書

▽
民
生
委
員
の
意
見
書

▽
平
成
28
年
度
課
税
台
帳
記
載
事
項
証
明
書

　
（
世
帯
分
）

▽
納
税
証
明
書
（
世
帯
分
）

申
請
書
は
、
教
育
委
員
会
、
清
和
分
室
ま

た
は
蘇
陽
支
所
に
あ
り
ま
す
。

※
引
き
続
き
貸
与
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
在

学
証
明
書
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
提
出
期
限

４
月
20
日
㈭

▼
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

学
校
教
育
課
（
72

－

０
４
４
３
）

お
し
ら
せ
版

非

常

勤

職

員

募

集

　

山
都
町
教
育
委
員
会
で
は
、
非
常
勤
職
員

を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

▼
職
種
・
採
用
予
定
人
員

　

学
校
給
食
調
理　
　

４
名
程
度

▼
資
格

普
通
自
動
車
免
許
を
有
す
る
者

（
調
理
師
免
許
に
つ
い
て
は
不
問
）

▼
採
用
期
間

平
成
29
年
４
月
か
ら
平
成
30
年
３
月
ま
で

▼
勤
務
時
間

週
30
時
間
以
内

▼
受
付
期
間

３
月
10
日
㈮
か
ら
３
月
17
日
㈮
ま
で

▼
申
し
込
み
方
法

写
真
を
貼
っ
た
履
歴
書
に
必
要
事
項
を

記
入
の
う
え
、
山
都
町
教
育
委
員
会
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
調
理
師
免
許
を
お
持

ち
の
方
は
写
し
を
添
え
て
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

学
校
教
育
課
（
72

－

０
４
４
３
）

年
金
相
談
日
の
お
知
ら
せ

　

４
月
の
年
金
相
談
日
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

ご
希
望
の
方
は
事
前
に
予
約
を
お
願
い

し
ま
す
。

▼
日
時

　

４
月
14
日
㈮

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

▼
場
所

　

千
寿
苑

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
年
金
事
務
所

　
（
０
９
６

－

３
６
７

－

２
５
０
３
）

　

健
康
福
祉
課
（
72

－

１
２
２
９
）

熊
本
地
震
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療
の
一
部
負
担
金

免
除
期
間
延
長
に
つ
い
て

　

山
都
町
で
は
、
こ
れ
ま
で
熊
本
地
震
に
よ

る
被
災
者
に
対
し
、
一
部
負
担
金
の
免
除
期

間
を
平
成
29
年
２
月
28
日
㈫
ま
で
と
し
て
お

り
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
、
平
成
29
年
９
月

30
日
㈯
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

▼
国
民
健
康
保
険

免
除
対
象
世
帯
に
対
し
て
２
月
下
旬
に
新

た
な
「
一
部
負
担
金
免
除
証
明
書
」（
有
効

期
間
が
平
成
29
年
９
月
30
日
㈯
）
を
送
付

し
ま
し
た
。

３
月
以
降
、
医
療
機
関
を
受
診
さ
れ
る
場

合
は
、新
し
い「
一
部
負
担
金
免
除
証
明
書
」

を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

▼
後
期
高
齢
者
医
療

こ
れ
ま
で
の
「
一
部
負
担
金
免
除
証
明
書
」

（
有
効
期
間
が
平
成
29
年
２
月
28
日
㈫
）
を

平
成
29
年
９
月
30
日
㈯
ま
で
使
用
で
き
る

こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

３
月
以
降
、
医
療
機
関
を
受
診
さ
れ
る
場

合
は
、
こ
れ
ま
で
の
一
部
負
担
金
免
除
証

明
書
（
有
効
期
間
が
平
成
29
年
２
月
28
日
）

を
そ
の
ま
ま
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

※
新
し
い
一
部
負
担
金
免
除
証
明
書
は
送
付

さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課
（
72

－

１
２
２
９
）

節
目
人
間
ド
ッ
ク
申
込
開
始

　

平
成
29
年
度
の
節
目
人
間
ド
ッ
グ
の
申
し

込
み
を
開
始
し
ま
す
。

▼
健
診
期
間

５
月
１
日
㈪
〜
平
成
30
年
１
月
31
日
㈬
ま
で

▼
対
象
者

平
成
29
年
度
中
に
節
目
年
齢
に
な
る
方

（
平
成
30
年
３
月
31
日
時
点
の
満
年
齢
で
、

20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
５
歳
刻
み
の
方
）

▼
申
込
書
配
布
元
・
提
出
先

▽
矢
部
地
区
の
方

（
区
長
・
組
長
・
世
話
係
）

▽
清
和
地
区
の
方

（
清
和
保
健
セ
ン
タ
ー
）

▽
蘇
陽
地
区
の
方

（
蘇
陽
支
所
健
康
福
祉
係)

▼
提
出
期
限

３
月
22
日
㈬
ま
で

※
申
込
書
は
受
診
さ
れ
な
い
方
も
提
出
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課
（
72

－

１
２
９
５
）

清
和
保
健
セ
ン
タ
ー
（
82

－

２
９
０
０
）

蘇
陽
支
所
健
康
福
祉
係
（
83

－

１
１
１
１
）

矢
部
地
区
集
団
夏
健
診
申
込
開
始

　

平
成
29
年
度
の
申
込
み
を
開
始
し
ま
す
。

▼
夏
健
診
日
程

　

６
月
15
日
㈭
〜
７
月
３
日
㈪
ま
で

▼
対
象
者

特
定
健
康
診
査
以
外
の
検
査
は
、
対
象
年

齢
で
あ
れ
ば
加
入
の
医
療
保
険
に
関
係
な

く
受
診
で
き
ま
す
。

特
定
健
康
診
査
の
対
象
者
は
、
山
都
町
国

民
健
康
保
険
の
加
入
者

※
た
だ
し
、
社
会
保
険
等
被
扶
養
者
で
も
特

定
健
康
診
査
受
診
券
を
検
査
当
日
持
参
さ

れ
れ
ば
受
診
可
能
で
す
。

※
特
定
健
康
診
査
と
は
、
40
歳
か
ら
74
歳
の

基
本
健
康
診
査
の
こ
と

▼
申
込
書
配
布
元
・
提
出
先

　

区
長
・
組
長
・
世
話
係
ま
で

▼
提
出
期
限

　

３
月
22
日
㈬
ま
で

※
申
込
書
は
受
診
さ
れ
な
い
方
も
提
出
を
お

募

集

相

談

窓

口

お

知

ら

せ

願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
福
祉
課
（
72

－

１
２
９
５
）

全
国
健
康
保
険
協
会
（
協
会
け
ん
ぽ
）

熊
本
支
部
の
保
険
料
率
改
定
に
つ
い
て

　

平
成
29
年
３
月
分
（
４
月
納
付
分
）
か
ら

協
会
け
ん
ぽ
の
保
険
料
率
が
改
定
さ
れ
ま
す
。

※
任
意
継
続
被
保
険
者
の
方
は
、
４
月
分
の

保
険
料
か
ら
改
定
さ
れ
ま
す
。

▼
保
険
料
率

　
（
現
行
）　　

１
０
．
１
０
％

　
（
改
定
後
）　

１
０
．
１
４
％

▼
介
護
保
険
料
率

　
（
現
行
）　　

１
．
５
８
％

　
（
改
定
後
）　

１
．
６
５
％

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

全
国
健
康
保
険
協
会
熊
本
支
部

　
（
０
９
６

－

３
４
０

－

０
２
６
１
）

平
成
29
年
度
宇
城
圏
域

手
話
奉
仕
員
養
成
事
業
に
つ
い
て

　

聴
覚
障
が
い
者
の
社
会
参
加
と
自
立
を
促

す
意
思
疎
通
支
援
を
担
う
人
材
を
養
成
す
る

た
め
の
事
業
を
行
い
ま
す
。

▼
入
門
課
程

　

４
月
６
日
㈭
〜
８
月
10
日
㈭
ま
で

　

18
回
36
時
間

▼
基
礎
課
程

９
月
７
日
㈭
〜
平
成
30
年
３
月
29
日
㈭
ま

で
28
回
56
時
間

※
い
ず
れ
の
日
程
も
毎
週
木
曜
日
の
開
催
で

す
。

▼
講
習
時
間

午
後
６
時
45
分
〜
午
後
８
時
45
分
ま
で
毎

２
時
間
行
う

▼
会
場

宇
城
市
松
橋
公
民
館

（
宇
城
市
松
橋
町
松
橋
５
６
４
番
地
）

▼
テ
キ
ス
ト
代

７
，
１
４
０
円
（
予
定
）

▼
受
講
資
格

高
等
学
校
卒
業
以
上
の
学
力
を
有
し
た
者

で
、
手
話
通
訳
活
動
が
可
能
な
者

▼
申
込
方
法

４
月
６
日
㈭
か
ら
会
場
で
受
付
、
５
月
11

日
㈭
を
も
っ
て
締
め
切
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

一
般
財
団
法
人
熊
本
県
ろ
う
者
福
祉
協
会

（
０
９
６

－

３
８
３

－

５
５
８
７
）

危
険
物
取
扱
者
試
験

　

消
防
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
29
年
度

第
１
回
危
険
物
取
扱
者
試
験
が
次
の
日
程
で

実
施
さ
れ
ま
す
。

▼
試
験
の
種
類

▽
甲
種

▽
乙
種
第
一
類
〜
第
六
類

▽
丙
種

▼
試
験
日

　

６
月
11
日
㈰

▼
願
書
受
付
期
間

▽
書
面
申
請
４
月
13
日
㈭
〜
４
月
20
日
㈭

▽
電
子
申
請
４
月
10
日
㈪
〜
４
月
17
日
㈪

▼
試
験
地

熊
本
市
、
八
代
市
、
天
草
市
、
玉
名
市

※
詳
し
く
は
、
試
験
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
願
書
等
の
配
置
場
所

受
験
願
書
等
は
、（
一
財
）
消
防
試
験
研
究

セ
ン
タ
ー
熊
本
県
支
部
、
熊
本
市
消
防
局
・

熊
本
県
下
消
防
本
部
及
び
熊
本
県
総
務
部

市
町
村
・
税
務
局
消
防
保
安
課
に
３
月
22

日
㈬
以
降
配
置
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

熊
本
市
中
央
区
九
品
寺
１
丁
目
11
番
４
号

熊
本
県
教
育
会
館
４
階

（
一
財
）
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
熊
本
県

支
部
（
０
９
６

－

３
６
４

－

５
０
０
５
）

社会教育・体育施設予約についてのお知らせ
～社会教育・体育施設予約について～　　必ずご確認ください。
○　施設の予約は直接窓口（役場本庁３階教育委員会・清和集落センター・蘇陽支所）までお越
しください。電話や FAXでの予約はできません。

○　申請は利用日を含む３日前までにお願いします。利用日の属する月の１ヶ月前の５日から申
請可能です。（５日が閉庁日の場合は次の開庁日から。）

○　予約後は施設を利用される前までに利用料を納めてください。利用料は前納制です。
○　自己都合によりキャンセルされる場合、利用料は還付できません。（教育委員会が利用許可を
取り消した場合や、利用者の責めに帰することができない理由により施設利用できない場合
を除く。）

蘇陽の施設予約受付場所について
　　平成 29年度４月から蘇陽の施設予約受付場所が以下のとおり変わります。
　　※受付場所　・山都町立図書館蘇陽分館［蘇陽支所内］（火～金曜日　10：00～ 17：15　月末
　　　　　　　　　日を除く）
　　　　　　　　・蘇陽支所地域振興係（火～金曜日　8：30 ～ 10：00、月曜日、月末日、ほか
　　　　　　　　　図書館休館日）

施設の空き状況がホームページでわかるようになりました。
　山都町ホームページで施設の空き状況を確認できるようになりました。施設を予約する際にご
活用ください。
　※ホームページから施設予約申請はできません。直接窓口にお越しください。

問い合わせ先　生涯学習課　（72-0443）

23 22広報やまと 2017. 3 月号 広報やまと 2017. 3 月号


